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第11章 国税犯則調査手続 

 

 国税通則法第11章には、国税関係の犯則事件の調査及び処分に関する手続が定められており、

本手続は、税務職員に認められている租税犯の調査のための権限等を定めたものであるから、そ

の概略程度は理解しておく必要がある。 

 この手続は、国税犯則取締法（明治33年法律第67号）に規定されていたが、国税犯則調査に係

る規定を現代語化することに併せて、法形式面での整備を図る観点から、平成29年度税制改正に

おいて国税犯則取締法は廃止され、当該手続は国税通則法（昭和37年法律第66号）に編入されて

いる。 

 

第１節 犯則事件の調査及び処分（総説） 

１ 国税犯則調査手続の概要 

⑴ 国税犯則調査手続のあらまし 

租税ほ脱などの犯則があった場合又は犯則があると認められる場合には、早期に徹

底した調査を行わなければ犯則事実の把握が困難となることから、国税通則法第７章

の２（国税の調査）に定める質問検査権に基づく調査（税務調査）とは全く異なる証

拠の収集確保などを行う犯則事件としての調査が必要である。 

従来から、国税（関税、とん税、特別とん税を除く。（注）以下同じ。）に関する

犯則事件の調査及び処分に関する手続（以下「国税犯則調査手続」という。）につい

ては、国税犯則取締法（明治33年法律第67号）に規定されていた。 

この国税犯則取締法については、昭和23年を最後に大幅な改正がなされておらず、

条文が片仮名・文語体であるなど表現形式が現代離れしているばかりではなく、内容

的にも同じ性格の関税法に基づく犯則調査手続の諸規定と比較して不備な点が少な

からず認められるとの指摘がなされていた。 

これに加えて、近年、電子メールの活用や電子データの外部サーバへの保管など経

済活動のICT 化が進展する中にあって、犯則嫌疑者の故意や脱税金額の立証等に必要

な客観的証拠の収集が一層困難になっているとの指摘もなされていた。 

そうした中、平成28年10月の政府税制調査会において、国税犯則調査手続について

経済社会の構造変化に対応した見直しを行うべきとの問題提起がなされ、外部有識者

も交えた検討が行われた。その検討の報告では、刑事訴訟法を参考として電磁的記録

の証拠収集手続の整備を行うことや、関税法とバランスをとる観点から規定の現代語

化を含めた所要の見直しが必要とされ、政府税制調査会においてもこの見直し方針が

了承された。 

そして、これらの国税犯則調査手続の見直しが盛り込まれた「平成29年度税制改正
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の大綱」が平成28年12月に閣議決定された後、税制改正法案「所得税法等の一部を改

正する等の法律案」が平成29年２月に国会（第193回）に提出され、同年３月に可決・

成立した。当該改正法は平成30年４月１日に施行された。 

国税犯則調査手続は、通則法第11章に規定され、30か条の条文から成っているが、

その内容は次のように大別することができる。 

① 犯則事件の調査に関する規定（通則法131～154） 

② 犯則事件の処分に関する規定（通則法155～160） 

国税犯則調査手続の体系を図示すれば、次の図のとおりである。 

（注） 関税に関する犯則事件の調査及び処分は、関税法第11章の規定に基づき税関職員又は税関

長が行うこととされており、これらの規定は、とん税及び特別とん税に関する犯則事件の調

査及び処分について準用される（とん税法14、特別とん税法12）。 

 また、課税物品の輸入に係る内国消費税の犯則事件の調査及び処分は、税関長又は税関職

員を国税局長若しくは税務署長又は国税庁等の当該職員とみなして、通則法第11章（犯則事

件の調査及び処分）の規定が適用される（輸徴法26）。 
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国税犯則調査手続の体系図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※間接国税の現行犯を除く。

(注)網掛けは、間接国税（申告納税方式によるものを除く）のみに適用されるものである。

間接国税以外の国税
申告納税方式による間接国税

履行

国税局長、税務署

長の告発(通158)

検察官に告発

当該職員の告発(通155)

通知

(通160)

  脱税の情報収集

調査を終えたとき

許可状不要の
現行犯(通135)

居所不明等

※鑑定物件の破壊(通147②)には許可状が必要。

通告処分
(通157)

犯則があると思料するとき

起　　訴

第
２
節
　
犯
則
事
件
の
処
分

第
１
節
　
犯
則
事
件
の
調
査

刑
事
訴
訟
法

国
税
通
則
法
　
第
　
章
　
犯
則
事
件
の
調
査
及
び
処
分

・質問、検査、領置(通131①)
・照会(通131②)

【強制調査】【任意調査】

当該職員の告発(通

156①但)

検察官による捜査

不能

裁判官が発する
許可状(通132)

不履行

領置物件等の引継
ぎ(通159②)

・臨検、捜索、差押え(通132①･135)
・記録命令付差押え(通132①)※

訴訟条件
(通159①)

報告・通報(通156)

間接国税
（申告納税方式によるものを除く）

【犯則事件の調査に関する規定】

・身分証明書の携帯(通140)
・領置又は差押えの手続(通143～145)
・鑑定等の嘱託(通147)※
・処分中の出入りの禁止(通149)
・調書の作成(通152)
・調査の管轄及び引継ぎ(通153)
・管轄区域外における職務執行等(通154) 

【強制調査に関する規定】

・接続サーバ保管データ等の差押え(通132②)
・通信事務取扱者に対する規定(通133) 
・通信履歴の電磁的記録の保全要請(通134)
・記録媒体の差押えに代わる処分(通136)
・開錠、開封等の必要な処分(通137)
・被処分者に対する協力要請(通138)

・許可状の提示(通139) 
・警察官の援助(通141)
・所有者等の立会い(通142) 
・夜間執行の制限(通148) 
・執行を中止する場合の処分(通150)
・捜索証明書の交付(通151) 
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⑵ 国税犯則調査手続の趣旨 

各税法に定める罰則は、全て刑罰を科するものであって、過料（注１）その他の行

政罰を科するものではない。したがって、租税犯については、特別の定めがない限り、

刑訴法の規定に従って、捜査機関（注２）が捜査し、裁判所で審理裁判すべきもので

ある。 

 しかし、国税に関する犯則事件は、①証拠関係については、一般の刑事事件とは相

当異なるものがあること、②証拠の収集にも、また証拠に対する価値判断にも、特別

の経験と知識を必要とすること、③間接国税（注３）に関する犯則事件（申告納税方

式による間接国税に関する犯則事件（注４）を除く。以下この節において同じ。）に

ついては、その全てについて、通常の刑事手続による検察官の捜査と裁判官の審理裁

判を行ったのでは、その処理に多くの日数と多額の費用を必要とし、犯則嫌疑者及び

国に無用の不利益を及ぼす結果となることなどから、特殊な犯罪である。そのため、

日常国税の課税事務に従事し、課税物件や納税義務者に接触している税務職員に、そ

の調査と処分を行わせることが便宜であるばかりでなく、証拠（注５）隠滅を防ぎ、

できるだけ敏速な調査と適正公平な処分を行うことを可能とすることから、国税に関

する犯則事件の調査及び処分については、通則法第11章（旧国犯法）において刑訴法

による通常の刑事手続とは異なる手続を定めたのである。 

（注）１ 過料 

  過料は、軽い法令違反に対して一定の金銭の納付を命ずるものであるが刑罰ではない。 

     ２ 捜査機関 

 捜査機関には、検察官、検察事務官及び司法警察職員などがある（刑訴法189、190、191）。 

     ３ 間接国税 

 国税犯則調査手続でいう「間接国税」とは、①消費税法第47条第２項に規定する課税貨

物に課される消費税、②酒税、③たばこ税、④たばこ特別税、⑤揮発油税、⑥地方揮発油

税、⑦石油ガス税、⑧石油石炭税のことをいう（通則令46、た特令５）。 

     ４ 申告納税方式による間接国税に関する犯則事件 

 国税犯則調査手続でいう「申告納税方式による間接国税に関する犯則事件」とは、次の

罪に係る事件とされている（通則法155二、通則令53、酒法55①③、た法27①③、た特法

21①③、揮法27①③、地揮法15①③、石法27①③、油法23①③、輸徴法23①）。 

  偽りその他不正の行為により、酒税、たばこ税及びたばこ特別税、揮発油税、地方揮

発油税、石油ガス税又は石油石炭税を免れ、若しくは免れようとした罪又は還付を受け、

若しくは受けようとした罪 

  偽りその他不正の行為により、内国消費税額に相当する金額の還付を受けた罪 

     ５ 証拠 

 通則法第11章（犯則事件の調査及び処分）に規定する「証拠」とは、刑訴法でいう「証

拠」と同じ意味であり、犯則事実を証明する帳簿、書類その他一切の物件をいう。 

⑶ 国税犯則調査手続の目的 

通則法第11章に規定する国税犯則調査手続には、その目的が定められていないが、

本手続の制度の趣旨から、次の点にあると考えられる。 

イ 間接国税以外の国税に関する犯則事件（申告納税方式による間接国税に関する犯
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則事件を含む。以下この節において同じ。）の調査は、告発（注１）を目標として

行われ、告発によって刑事訴訟手続に直結する手続であるから、その手続を規制す

る面では、本手続は、まさに刑事訴訟手続の場合と同様に、事件の真相を明らかに

し、国税に関する刑罰法令を適正、迅速に適用実現することを、その目的とするも

のといえる（刑訴法１参照）。 

ロ 間接国税に関する犯則事件については、告発のほかに、通告処分という特別の制

度がある。これは、間接国税に関する犯則事件の特殊性を考慮して、行政機関であ

る国税局長又は税務署長が、裁判において言い渡されるであろう罰金又は科料（注

２）に相当する金額、没収品に該当する物品などを納付すべき旨を犯則者に通告し、

犯則者の意思に基づく履行によって、刑罰権を実現したのと同様の効果を得ようと

するものである。そして、通告不履行の場合又は一定の事由がある場合には、やは

り告発によって刑事手続に移行させるのである。したがって、本法は、間接国税に

関する犯則事件の調査と処分に関する手続を規定する面では、この種の事件につい

て、その事件の真相を明らかにし、国税に関する刑罰法令を適正、迅速に適用実現

したのと同様の効果を与え、又はこれを適正、迅速に適用実現することを目的とす

るものといえる。 

 なお、通則法第11章の調査権限は、国税に関する犯則調査のために認められてい

るのに対し、通則法第７章の２に規定する質問検査権は、各税法の定める国税の納

税、賦課、徴収が適正に行われているかどうかを調査するために認められており、

犯罪捜査のために認められたものではない（通則法74の２、74の８等参照）。ここ

に両者の大きな相違点がある。 

（注）１ 告発 

犯人及び被害者その他の告訴権者以外の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告して、     

その捜査及び訴追を求めることを告発という。 

 これに対し、被害者その他の告訴権者からなされる場合を告訴という。 

            ２ 科料 

比較的軽い犯罪に対して科せられる刑罰で、罰金と同様に一定の金銭の納付を命ずる

もの。ただし、一万円を超えることができない点で罰金と異なる。   

⑷ 国税犯則調査手続の性格 

通則法第11章に規定する国税犯則調査手続は、形式的には行政手続であるが、実質

的には刑事手続に近い性質のものであるから、行政法と司法の両者の性格を有してい

る。 

 すなわち、国税に関する犯則事件のうち、間接国税以外の国税に関する犯則事件の

調査と処理に関する手続は、告発の前提となる手続であり、刑事手続に直結するもの

であるから、その手続規定は、司法的性格が強い。一方、間接国税に関する犯則事件

については、一種の行政処分としての通告処分の制度があるので、その調査と処分に

関する手続規定は、行政法的性格が強いといえる。 

 しかしながら、何人も裁判所において裁判を受ける権利を、憲法によって保障され
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ている（憲法32）から、税務官庁の処分に対しては、更に正式裁判を受ける権利が残

されている。すなわち、税務官庁の行う行政処分である通告処分は、犯則者に対する

私的和解の申入れと解されるから、犯則者は、税務官庁の通告処分に対してその履行

を強制されるものではない。したがって、犯則者が通告処分に服さない場合には、告

発によって刑事手続に移行することになるので、間接国税の犯則事件に関する調査と

処分の手続規定もやはり司法的性格を持つものといえる。また、犯則者が、この通告

処分に服し、通告の趣旨を履行した場合は、その犯則事実に対する公訴権（注）は消

滅し、その事件について、その犯則者は処罰されないから、実質的には、通告処分は

確定判決とほぼ同様の効果を生ずることになる。 

 以上のことから、通則法第11章の規定に基づき国税局長若しくは税務署長又は国税

庁、国税局若しくは税務署の当該職員が行う処分等については、犯則者は審査請求を

することができず(行審法７①七）、また、行政手続法第２章から第４章の２までの

規定は適用されない（行手法３①六）。 

（注）公訴権 

検察官が、刑事事件について裁判所に裁判を求める申立てを公訴といい、公訴を提起する検

察官の権能を公訴権という。 

⑸ 国税犯則調査手続の役割 

国税犯則調査手続は、租税犯に対する罰則の適正、迅速な適用によって、犯則者に

刑罰又は通告処分による財産上の負担というペナルティを科することにより、再犯を

防ぐほか、一般の納税意識を強めることによって、国民の税負担の公平を実現し、国

家財政の健全な維持を図る重要な役割を持っている。 

 

２ 総 則 

⑴ 国税に関する犯則事件の意義 

国税犯則調査手続により調査を行う対象は、国税に関する犯則事件である（通則法

131、132）。 

 この国税に関する犯則事件とは、国税の納付、賦課、徴収について規定する法律の

罰則に関する犯則事件であるが、その全てが国税犯則調査手続による調査の対象とな

るのではなく、国税の納付、賦課、徴収に関する直接的な犯則事件に限るものと解さ

れている。これは、徴税に関係のある機関の職員である国税庁等の当該職員に、犯則

事件の調査に関する権限を与え、調査をさせることで、その特別の経験と知識とを活

用することにより調査の成果を挙げ、迅速、適正な結果を期待できるという理由から

である。 

 したがって、通則法及び徴収法の罰則に定められている質問検査拒否、妨害等の罪、

秘密漏えいの罪の捜査については、国税犯則調査手続の適用はなく、刑訴法等の定め

るところに従い一般の捜査機関によって捜査が行われる。 

 なお、通則法第11章に規定する国税犯則調査手続は、国税に関する犯則事件を間接
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国税に関する犯則事件と間接国税以外の国税に関する犯則事件とに分けて規定して

おり、両者の調査、処分に関する手続には、後で述べるような著しい差異がある。 

⑵ 国税庁等の当該職員 

通則法第11章に規定する国税犯則調査手続に基づいて国税に関する犯則事件の調 

査及び処分をすることができるのは、国税庁、国税局又は税務署の職員に限られる。 

広い意味での職員とは、国税に関する事務を執行する全ての職員をいうが、これら

の職員がそのまま国税に関する犯則事件の調査をすることができる「当該職員」とな

るわけではない。 

 通則法第11章に定める当該職員とは、国税庁長官、国税局長及び税務署長並びに国

税庁、国税局及び税務署の職員で、国税に関する犯則事件の調査を行うことができる

部課又は部門に所属し、かつ、その所属長から通則法第11章（犯則事件の調査及び処

分）に定められた当該職員の権限を行使することを命ぜられた者（以下「当該職員」

という。）をいう。 

 なお、国税査察官（注）については、その任命をもって通則法第11章（犯則事件の

調査及び処分）に定められた当該職員の権限の行使を命ぜられた者としている。 

 また、これらの当該職員に任命された者には、その身分を証明する証票、すなわち、

犯則事件調査職員証票が交付され、犯則事件の調査を行うときは、これを携帯しなけ

ればならない（通則法140、通則規16①）。 

 当該職員は、国税犯則調査手続により強力な権限を与えられているので、法の適切

な運用と納税者の正当な権利の擁護については、常に細心の注意を払わなければなら

ない。 

（注）国税査察官 

 国税について重要な犯則があると認められる納税義務者についての通則法第11章（犯則事件  

の調査及び処分）に基づく調査、検査及び犯則の取締りをその職務としている税務職員をいう。 

国税査察官は、国税庁と全国の国税局及び沖縄国税事務所に配置されている。 

⑶ 租税犯の類型 

 税法は、財政収入の確保を図り、かつ、適正・公平な課税の実現を期するために、

納税義務者等に対し各種の義務を課し、更にその実効性を確保するために、一定の義

務の不履行ないしは違反行為に対して行政上の制裁と刑事上の制裁を科することと

している。  

行政上の制裁とは、税法上の一定の義務違反行為に対して、行政機関の行政手続に

より科する制裁であり、現行の国税に関しては、各種の加算税、延滞税、過怠税など

の定めがある。 

 刑事上の制裁とは、税法上の一定の義務違反行為に対して刑事罰（刑法第９条に刑

名のあるもの）を科するものであり、現行の国税に関しては、懲役、罰金、科料及び

没収の定めがある。この刑事罰によって処罰の対象とされる行為が、通常租税犯と呼

ばれている。このような租税犯（広義）には、通則法及び徴収法に定められている秘
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密漏えい罪等も含まれるが、これらの罪は、租税の納付、賦課、徴収に直接関連する

犯罪ではないため、これらの罪を除いたもの、すなわち、租税の納付、賦課、徴収に

直接関連する犯罪を狭義の租税犯と呼ぶことができる。国税犯則調査手続による調査、

処分の対象となるのは、狭義の租税犯である。以下の租税犯についての説明も、狭義

のそれに限定する。 

 租税犯は、次のように区別することができる。 

 

 租税の納付、賦課、徴収に直接関連しないもの（秘密漏えい罪等） 
 
租税犯  脱税犯…国の課税権を直接侵害する 
（広義） 租税の納付、賦課、徴収に 行為を内容とする犯罪 
 直接関連するもの （ほ脱犯、受還付犯、不納付犯、 
 （狭義の租税犯）    酒類等の無免許製造犯等） 
                       
    秩序犯…国の課税権の正常な行使を 
        阻害するおそれのある行為 
        を内容とする犯罪 
                    （課税上の協力義務違反の罪、        
                      職務妨害の罪） 

 

【参考】 国税に関する主な罰則（脱税犯） 
 

区分 処罰の対象とされる行為 税法 罰則 

ほ脱犯・受還付
犯 

偽りその他不正の行
為により、税を免れ、
又はその還付を受け
た行為 

所法238① 
法法159① 
相法68① 
消法64① 等 

懲役 10年以下 
罰金 1,000万円以下 

酒法54①、55① 
揮法27① 等 
※酒税の無免許
製造犯を含む。 

懲役 10年以下 
罰金 100万円以下 

単純無申告ほ脱
犯 

法定申告期限までに
申告書を提出しない
ことにより税を免れ
た行為 

所法238③ 
法法159③ 
相法68③ 
消法64⑤ 

懲役 ５年以下 
罰金 500万円以下 

酒法55③ 
揮法27③ 等 

懲役 ５年以下 
罰金 50万円以下 

源泉所得税不納
付犯 

源泉徴収義務者が徴
収して納付すべき所
得税を納付しなかっ
た行為 

所法240① 
懲役 10年以下 
罰金 200万円以下 

（注）消費税の受還付犯及び酒税の無免許製造犯については、未遂犯の処罰規定があ
る（消法64②、酒法54②）。 
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⑷ 税務調査と犯則調査との関係 

通則法第７章の２に規定する質問検査権に基づく調査（税務調査）は、各税法の定

める租税の納付、賦課、徴収を適正ならしめるために、納税義務者及びこれと一定の

関係がある者等に対して、質問検査等を行うものであって、それは純然たる行政手続

である。 

これに対し、通則法第11章に規定する国税犯則調査手続は、犯則の存在することの

嫌疑の下に、検察官への告発を終局の目標として行う犯則嫌疑者及び証拠を発見・収

集する手段であるから、形式的には行政手続であっても実質的には刑事手続に近い性

格を有する。 

両者の差異を示すと次のとおりである。 

項 目 税務調査 犯則調査 

根拠法令 
通則法第７章の２（国税の調査） 
（通則法74の２～74の13の４） 

通則法第11章（犯則事件の調査及び
処分）（通則法131～160） 

目  的 

 適正な課税を行うために必要な資料
を収集することを目的とする調査であ
る。 
 最終的には、税務署長が課税処分（更
正又は決定）を行う。 

 悪質な脱税者について検察官に告発
し、刑事訴追を求めるために、脱税の
実態（犯則事実及び犯則嫌疑者）を明
らかにするとともに、十分証明できる
証拠を収集することを目的とする調査
である。 

最終的には、脱税額等を証拠によっ
て確定し、当該職員が検察官へ告発す
る（間接国税に関する犯則事件につい
ては、原則、国税局長又は税務署長の
通告処分）。 

性  格 
純然たる行政手続 行政手続であるが、実質的には刑事

手続に準ずる手続 

調査権限 

 任意調査のみであるが、罰則（通則
法128）による間接強制がある。 
〔任意調査〕 
・質問、検査、提示・提出の求め（通
則法74の２～74の６） 
・物件の留置き（通則法74の７） 

 
※なお、当該権限は犯罪捜査のために
認められたものと解してはならない
とされている（通則法74の８）。 

 任意調査には罰則による間接強制が
認められていないが、裁判官の許可状
を得て行う強制調査が認められてい
る。 
〔任意調査〕 
・質問、検査、領置、照会（通則法
131) 

〔強制調査〕 
 ・臨検、捜索、差押え、記録命令付

差押え（通則法132) 
 

調  査 
対 象 者 

 納税義務者及び取引関係者  犯則嫌疑者及び参考人 

調  査 
担 当 者 

 通則法上の当該職員（通則法第７章
２に定められた当該職員の権限の行使
を命じられた職員） 

 通則法上の当該職員（通則法第11章
に定められた当該職員の権限の行使を
命じられた職員） 
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３ 犯則事件の調査の管轄 

⑴ 概要 

犯則事件の調査の管轄とは、国税に関する犯則事件について調査を行う国税庁、国

税局又は税務署に所属する当該職員の権限の及ぶ範囲をいう。 

 調査の管轄は、通則法第11章に定められているほか、国税庁、国税局及び税務署の

組織と所掌事務を定める法令（財務省設置法、財務省組織令、財務省組織規則等）に

よって規定されている。そして、これらの法令による調査の管轄には、事物管轄と土

地管轄がある。 

⑵ 事物管轄 

イ 事物管轄の意義 

 事物管轄とは、取り扱う事件の性質によって定められている管轄であって、犯則

事件の軽重及び間接国税に関する犯則事件か否かによって、管轄が定められている

（通則法153②、③、④）。 

 そして、この管轄は、所掌事務の配分によって異なる（財務省組織令、財務省組

織規則等参照）。 

ロ 証拠の引継ぎ 

 犯則事件の証拠は、後述のとおり、国税庁、国税局又は税務署の当該職員が集取

するが､その集取された証拠は､事物管轄にしたがって、次により引き継がれる。 

なお、税務署又は国税局の当該職員から国税庁の当該職員に証拠を引き継ぐ場合

はない。 

(ｲ) 国税庁の当該職員が集取した間接国税に関する犯則事件の証拠で、重要な犯則

事件に関するものは、所轄国税局の当該職員に、その他のものは､所轄税務署の

当該職員に引き継がなければならない（通則法153②）。 

(ﾛ) 国税局の当該職員が集取した犯則事件の証拠は、所轄税務署の当該職員に引き

継がなければならない。ただし、国税局で処理すべき重要な犯則事件に関するも

のは、引き継ぐ必要はない（通則法153③）。 

(ﾊ) 税務署の当該職員が集取した重要な犯則事件の証拠は、所轄国税局の当該職員

に引き継がなければならない（通則法153④）。 

（注） 通則法153条の「重要な犯則事件」とは、原則的には犯則の手段、態様、規模などから判断

することになり、重要な犯則事件以外の犯則事件は、税務署の当該職員の管轄とされている。 

 なお、間接国税以外の国税の犯則の取締りについては、実際には国税庁、国税局、沖縄国

税事務所の当該職員のみが行っている。 

⑶ 土地管轄 

イ 土地管轄の意義 

 土地管轄とは、事件に関係のある場所を基準として、当該職員の犯則事件の証拠  

集取等の調査に際しての地域的限界を定めたものである。 

 国税庁の当該職員については、国税庁がいわば全国を管轄区域としているのであ
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るから土地管轄に制限はないが、国税局又は税務署の当該職員については、それぞ

れの所属する国税局又は税務署の管轄区域（注）による制約を受ける。 

 通則法第11章に規定する国税犯則調査手続は、犯則事件を早期に着手して迅速に

処理するため、事件の証拠の集取は、事件の発見地を所轄する国税局又は税務署の

当該職員が行うこととしている（通則法153①）。 

 これを「発見地主義」というが、この事件の発見地とは、犯則事実の存在が当該

職員に発覚した場所のことである。 

   例えば、Ａ国税局の当該職員がＢ国税局管内に納税地を有する者の犯則事件をＡ

国税局の管轄区域内で発見したときは、その犯則事件に係る証拠の集取はＡ国税局

の当該職員が行う。 

（注） 国税局又は税務署の管轄区域 

 国税局及び沖縄国税事務所の管轄区域は、財務省組織令第96条及び98条、税務署の管轄区

域は、財務省組織規則第544条及び557条にそれぞれ定められている。 

ロ 証拠の引継ぎ 

同一の犯則事件が数か所で発見されたときは、各発見地で集取された証拠は、  

最初の発見地の所轄税務署（それが重要な犯則事件の証拠であるときは、所轄国税

局）の当該職員に引き継がなければならない（通則法153⑤）。これは、事件を一

か所で統一的に処理させる必要があるからである。 

 同一の犯則事件とは、数か所で発見された犯則事件に関し、犯則嫌疑者（注）と

犯則事実が同一であるものをいうのであるが、この場合、犯則事実が同一であると

は、社会通念上、基本的事実関係が同一であるものをいう。 

 したがって、同一人の犯した同一税目の脱税行為でも、犯則の時期、事実を異に

する別個の犯則事件の証拠については引継ぎを要しないものと解される。 

 また、犯則事件の発見とは、当該職員が犯則事件の証拠を確認できたことを意味

し、投書を受けた程度、風評を耳にした程度、あるいは、内偵段階のものなどで単

に犯則があると推測した程度では、ここにいう発見とはいえない。 

（注） 犯則嫌疑者 

 国税に関する犯則の嫌疑を受けて調査の対象となった自然人又は法人で、その犯則事件に    

ついては、まだ犯則の心証を得るに至っていないもの、又は、法に規定する告発、通告処分、

通知処分を受けていないものをいう。 

 なお、この場合の「嫌疑」とは、当該職員の私見に基づいた判断によるのではなく、一般

社会通念に照らして妥当と認められる判断によらなければならない。 

 これに対し、犯則事件の調査により犯則の心証を得るに至った者を犯則(行為）者という。 

⑷ 管轄区域 

前述のように国税局及び税務署には管轄区域が定められているが、国税局又は税務

署の当該職員は、犯則事件を調査するために必要があるときは、所属する国税局又は

税務署の管轄区域外において、その職務を執行することができる（通則法154①）。 

旧国犯法における管轄区域外での職務執行にあっては、既に着手した事件に関連す
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るものを除き、急速を要する場合において、事前に国税庁長官等から命令を受けるこ

とが要件とされていたが、経済取引の広域化に伴い、近年、管轄区域外での職務執行

を要する事案が増加しているにもかかわらず、こうした事前手続のために、犯則調査

の機動性が損なわれている状況となっていた。こうした状況を踏まえ、平成29年度税

制改正において、適時・的確な証拠収集を可能とする観点から、管轄区域外における

職務執行に係る制限を緩和するよう改正が行われた。 

⑸ 調査の嘱託 

国税局長又は税務署長は、その管轄区域外で犯則事件の調査をする必要があるとき

は、これを、その地の国税局長又は税務署長に嘱託することができる（通則法154②、

③）。 
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第２節 犯則事件の調査 

１ 概 要 

⑴ 犯則事件の調査の意義 

犯則事件の調査とは、犯則事件の証拠を集取し、犯則事実の有無と犯則（行為）者

を確定させるための手続であり、告発又は通告処分を終局の目的として行うものをい

う。 

イ 通則法第７章の２に規定する質問検査権に基づく調査との差異 

 通則法第11章に規定する犯則事件の調査（犯則調査）と通則法第７章の２に規  

定する質問検査権に基づく調査（税務調査）とは､その目的､性格が著しく異なって

いる。 

質問検査権に基づく調査は、各税法の定める国税の納付、賦課、徴収が適正に行

われるよう、納税義務者などに対して、質問、検査などを行うものであって、それ

は、純然たる行政手続である。 

これに対して、犯則事件の調査は、国税についての犯則があると認められる場合

に、通告処分又は告発を終局の目的として、犯則事件の証拠を発見、集取するため

に行うものであって、形式的には行政手続であるが、実質的には刑事手続に近い性

格を持つものである。 

ロ 犯則税目による差異 

通則法第11章に規定する犯則事件の調査も、間接国税に関する犯則事件（申告納 

税方式による間接国税に関する犯則事件を除く。）の調査と、間接国税以外の国税

に関する犯則事件（申告納税方式による間接国税に関する犯則事件を含む。）の調

査とでは、かなりその性格を異にする。犯則事実の有無と犯則（行為）者を確定さ

せるために行う点は共通であるが、前者は、原則的には通告処分をするための準備

として行われるのに対し、後者は、通告処分制度が存在しないので、告発を終局の

目的として行われる。 

また、間接国税に関する犯則事件には、許可状によらない強制処分（通則法135）

を認め、間接国税以外の国税に関する犯則事件には、これを認めないなど、規定上

にも差異がある。 

⑵ 犯則事件の調査の開始と終了 

犯則事件の調査は、当該職員が、何らかの資料によって、犯則が存在することの嫌

疑を抱くに至ったときに開始される。 

 調査の端緒となるべき事実は、課税調査中の犯則事件の探知、犯則事件の調査中の

他事件の探知、司法警察職員・検察官等からの通報・連絡、第三者の密告・投書等の

部外情報、新聞・雑誌等の報道、放送、風説、その他千差万別であるが、調査に着手

するに当たっての判断は恣意的なものであってはならないことは言うまでもない。 
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 通則法第11章には、刑訴法189条２項の「司法警察職員は、犯罪があると思料する

ときは、犯人及び証拠を捜査するものとする」というような規定は設けられていない

が、当該職員は、国税に関する犯則事件の調査をつかさどる部課に所属し、かつ、そ

の所属長から通則法第11章に定められた権限を行使することを命ぜられた職員であ

るから、当該職員が合理的な証拠によって犯則があるとの嫌疑を抱くに至った場合に

は、調査を行うものと解すべきである。 

 そして、調査の結果、犯則ありと思料するときは、告発の手続をしなければならな

い（通則法155）のであって、調査は告発を目標として行われるものであるから、調

査は告発（間接国税に関する犯則事件（申告納税方式による間接国税に関する犯則事

件を除く。）にあっては、通告処分を含む。）までの間行うことができる。 

 なお、犯則ありと思料するに至らなかった場合、調査終了の処分を行うまでの間、

調査が継続していることとなる。 

⑶ 犯則事件の調査の方法 

イ 任意調査と強制調査 

 犯則事件の調査の手段は、任意調査と強制調査とに分けることができる。 

 任意調査は、相手方の承諾を得て行われる質問、検査、領置の方法によるほか、 

照会の方法によって行われるものであり、強制調査は、相手方の承諾の有無に関係

なく強制的に臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの方法によって行われるも

のである。 
 

   １ 質問 

  任意調査 ２ 検査 

   ３ 領置 

   犯則事件の調査        ４ 照会 

  

   ５ 臨検 

  強制調査 ６ 捜索 

   ７ 差押え 

                                 ８ 記録命令付差押え 

ロ 調査上の制約 

 調査手段である質問、検査、領置、照会、臨検、捜索、差押え及び記録命令付差 

押えは、いずれも国民の社会生活に重大な影響を及ぼすものであるため、通則法第

11章においては、当該職員に対し、これらの権限の行使について種々の制限、条件、

手続などを定めることにより人権の保障と調査の厳正を期することとしている。反

面、適正な調査の進行を図るため、警察官の援助の請求、出入り禁止の権限などの

規定を設けて調査の万全を期している。 

 なお、強制調査の場合には、原則として裁判官の許可を必要とするほか、所有者
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等の立会いなどの調査上の制約も受けている。 

⑷ 租税犯の証拠 

 刑訴法は、「事実の認定は、証拠による」と規定している（刑訴法317）。 

 通則法第11章に規定する犯則事件の調査手続は、証拠についての規定（証拠法）（注） 

を特に設けていないが、刑訴法が証拠の集取、調書の作成などについて厳格な規定を

定めているところからみて、国税犯則調査手続においても、事実の認定は証拠、すな

わち刑訴法にいう証拠に相当するものによらなければならないことはもちろんであ

る。 

 

      人的証拠 …………………………人の言語によって供述する思想内容を証 

         拠とするもの 

証拠 

証拠物（物証）……ある物の存在や状態を五官の作用による

知覚認識によって証拠とするもの 

       物的証拠 
   

       書 証    ……書面の記載内容を証拠とするもの 
 
（注）証拠法 

 証拠及び証拠による事実の認定に関する法規を総称して、証拠法と呼ぶ。 

 具体的には、刑訴法第317条ないし第328条に規定する「証拠」についての諸法条がそれであり、

証拠の証拠能力及び証明力について定める。 

 

２ 任意調査 

 当該職員は、国税に関する犯則事件を調査するために必要がある場合には、質問、検

査、領置及び照会の任意調査を行うことができる（通則法131）。 

⑴ 質問 

イ 質問とは、犯則嫌疑者又は参考人に対して、問を発して答弁を求めることをいう。 

ロ 質問は、物的証拠の集取だけでは犯則事実の証明に不十分であることから、これ

を補強するために、犯則事件の関係者に対して、犯則事件に関係のある事項につい

て、問を発して答弁を求めるもので、人的証拠集取の一つの方法である。 

 当該職員は、調査のために必要である限り、どのようなことでも質問できるが、

質問を受けた者が答弁するか否かは全く自由で、どのような場合でも答弁を強制す

ることはできず、憲法38条１項の供述拒否権の保証が及ぶと解されている。また、

通則法第７章の２の規定による課税調査における質問調査権の行使の場合と異な

り、質問を受けた者が偽りの答弁をしても通則法第11章には制裁規定がない。 

なお、刑訴法には供述拒否権の告知義務に関する規定（刑訴法198②）があるが、

通則法第11章においては告知義務に関する規定が設けられていない。 
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ハ 通則法第７章の２に規定する質問検査権を有する当該職員が、同時に国税犯則調

査手続上の当該職員である場合もあるが、質問検査権の質問の権限と国税犯則調査

手続上の質問の権限は、厳格に区別して行使されるべきである。それは質問検査権

を有する当該職員の権限規定には、①犯罪捜査のために認められたものでないと明

記されていること（通則法74の８）、②不答弁や虚偽答弁について罰則が定められ

ていること（通則法128）からも明らかである。 

 したがって、質問検査権に基づく質問から、国税犯則調査手続上の質問に移行す

る場合には、質問の相手方にその旨を告げるべきである。 

ニ 質問の相手方は、自然人に限ると解される。 

また、質問の方法について、特別に制限を設けていないことから、犯則嫌疑者等

が聴覚機能又は言語機能を欠いている者で口頭では質問の目的を達することがで

きない場合には、筆談でも質問として有効であり、未成年者であっても、証言能力

がある限り、その答弁を証拠とすることができる。 

 なお、質問には立会人を要しない。 

ホ 質問は、場所についての制限がなく、質問を受ける者の所在する場所で行っても

よい。 

また、質問を行う当該職員の勤務する国税局、税務署その他適当な場所に出頭を

求めることができる（通則法131①）。   

ヘ 質問は、強制調査の際のような時刻制限（通則法148）がないことから、質問を

受ける者が応ずる場合には、社会通念に照らし、妥当性を欠くと認められるような

時刻でなければ、夜間であっても行うことができる。 

⑵ 検査 

イ 検査とは、犯則嫌疑者又は参考人が所持し、又は置き去った物件（帳簿、書類等）

について、その存在及び性質、形状、現象その他の状態を知覚、認識することをい

う。 

ロ 検査は、犯則事件に関係のある物の存在や状況などについて、五官の作用（注）

によって事実を確認することであり、犯則事件の調査のうちでも特に重要な調査方

法の一つである。 

 犯則嫌疑者又は参考人が所持し、又は置き去った物件であれば、調査上必要な限

り動産、不動産の区別なく、相手方の承諾を得て、どのようなものでも検査するこ

とができる。 

（注） 五官の作用 

  五官とは五感（視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚）を生ずる五つの感覚器官、すなわち目、

耳、鼻、舌、皮膚をいう。そして、五官の作用とはこれらの器官を働かせて物の存在、状態

などを観察することをいう。 

 例えば、帳簿を閲覧し、物に手を触れ、液体の香りを嗅ぎ、その味をみるなどの方法によっ

て、その認識を得ることは、いずれもこれに属する。 
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ハ 置き去った物件とは、犯則嫌疑者等が遺留した物であり、例えば、犯則嫌疑者等

が捜索中に許可状の効力の及ばない公道等の場所に物件を投げ捨てた場合や国税

局で検査を行っている最中に物件を置いたまま立ち去った場合における当該物件

をいう。 

旧国犯法では、置き去った物件の調査に関する明文の規定を欠いており、検査又

は領置をすることができない状況となっていたことから、平成29年度税制改正にお

いて、国税犯則調査における任意調査に係る適時・的確な証拠収集等を可能とする

観点から、当該職員は、国税に関する犯則事件を調査するため必要があるときは、

犯則嫌疑者等が置き去った物件を検査又は領置することができることとされた（通

則法131①）。 

ニ 検査は、相手方の承諾を得て行うもので、相手方の意思に反して強行することは

できない。 

ホ 通則法第７章の２に規定されている質問検査権限と国税犯則調査手続上の検査

の権限とが、厳格に区別して行使されなければならないことは、質問の場合と同じ

である。 

⑶ 領置 

イ 領置とは、犯則嫌疑者又は参考人が任意に提出し、又は置き去った物件（遺留物）

の占有（注）を取得することをいう。 

（注） 占有 

 所有権の有無に関係なく、物を事実上支配することをいう。 

ロ 領置の手続について、当該職員が物件を領置した場合には、領置の場所において

物件の品名及び数量、領置の日時と場所、所持者の氏名、住所などを記載した領置

目録を作成し、所有者、所持者又は保管者（注１）に領置目録の謄本（注２）を交

付しなければならない（通則法143、通則令47）。 

    （注）１ 所有者、所持者、保管者 

  所有者とは物の所有権を有している者をいい、所持者とは自己のために現実に物を支

配している者をいい、保管者とは他人のために物を支配している者をいう。 

     ２  謄本 

 原本の内容を原本どおり写した文書をいう。 

ハ 領置による占有の取得は、あくまでも相手方が任意に提出した物に限られるが、

占有を取得した後は、当該職員が必要がないと認めるまで占有を続けることができ

るのであって、提出者から返還の請求があっても応ずる必要はない。しかし、領置

物件を留置しておく必要がなくなった場合には、速やかに還付しなければならない

（通則法145①）。 

ニ 当該職員は、必要がある場合には、領置物件の錠を外し、扉を開き又は開封する

ことができる（通則法137②）。 
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⑷ 照会 

当該職員は、官公署又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることがで

きる（通則法131②）。 

「官公署」とは、国、地方公共団体の機関その他各種の公の機関の包括的総称をい

い、「公私の団体」とは、学校、商工会議所、取引所その他の団体はもとより、広く

公私の団体が含まれ、法人格の有無は問わない。 

 

３ 強制調査 

当該職員は、国税に関する犯則事件を調査するために必要がある場合には、裁判官の

許可状を得て、臨検、捜索又は差押えの強制調査をすることができる（通則法132①）。 

⑴ 臨検 

イ 臨検とは、犯則嫌疑者又は参考人の所持する犯則事件に関係のある帳簿、書類、

その他の物件又は住居その他の場所について、五官を働かせ、その存在及び性質、

形状、現象その他の状態を強制的に調査することであり、刑訴法の検証（刑訴法218

①）と同じ目的のものと解されている。 

ロ 具体的には、犯則の行われた現場等で、そこに置かれている帳簿、書類、犯則に

より産出又は取得された物件、犯則に使用された器具、機械などを確認し、調査上

の知識経験などによって、慎重な現場観察を行い、犯則事実の確認をする行為が臨

検であり、捜索のように積極的に証拠を発見するために行う調査手段とは異なるも

のである。 

ハ 当該職員は、臨検をするに当たり、必要がある場合には、錠を外し、扉を開き又

は開封などをすることができる（通則法137①）。 

ニ 臨検は、処分を受ける者の承諾の有無や口頭による拒絶若しくは実力による抗拒

にかかわらず、目的物に対し物理的な力を加えて行うことができる。 

⑵ 捜索 

イ 捜索とは、犯則嫌疑者又は参考人の身体若しくは所持する物件について、犯則の

事実を証明する帳簿、書類その他の証拠を強制的に捜すことをいう。 

ロ 捜索の対象となる身体とは、身体そのものをいうのではなく、捜索の対象者の着

衣、頭髪、握りこぶしなどであり、物件とは、帳簿、書類など犯則事件の証拠が隠

されていると思われる物件だけに限らず、人の住居、人の看守する邸宅又は建造物

その他の場所も含まれる（通則法142①参照）。 

ハ 当該職員が人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場所で捜索

する場合には、捜索を受ける者の利益の保護と手続の公正を保障するために、次の

ような立会人を立ち会わせなければならない（通則法142）。 

(ｲ) 捜索しようとする人の住居又は人の看守する邸宅若しくは建造物その他の場

所の所有主、管理者、又はこれらの者の使用人（注１）、同居の親族(注２)で
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成年に達している者（通則法142①）。 

        （注）１ 使用人 

         常雇の者をいい、日雇人は含まれない。 

２ 同居の親族 

 ６親等内の血族、配偶者（婚姻の届出をしていなくとも事実上婚姻と同様の関係に

ある者を含む）及び３親等内の姻族であって（民725）、捜索を受ける者と起居を共に

している者をいう。 

(ﾛ) 通則法142条１項に定められた者を立ち会わせることができない場合には、捜

索を行う場所を管轄する警察署の警察官又はその場所を管轄する地方公共団体

の職員を立ち会わせなければならない（通則法142②）。 

Ａ  当該職員の強制調査の援助(通則法141)を行っている警察官は、この場合の立

会人になることは許されない。立会人は、捜索を受ける側に立って当該職員の

行う捜索の公正を監視するものであるが、援助を行っている警察官は、当該職

員の側に立つものであり、立会人としてふさわしくないからである。 

Ｂ  地方公共団体の職員とは、知事・市長村長、副知事・副市長村長、会計管理

者、出納員その他の会計職員、地方自治法172条２項の規定により知事又は市長

村長から任命された職員をいう（いずれも「特別区」を含む）。 

(ﾊ) 女子の身体の捜索をする場合には、原則として成年の女子を立ち会わせなけれ

ばならない（通則法142④）。 

 これは、女子の羞恥心など名誉に関する特殊性を考慮して、同性の者を立ち会

わせて捜索の公正を保障しようとするものであり、成人の女子であれば誰でもよ

いが、事理の弁識能力のある者に限る。 

ニ 当該職員は、捜索する場合に必要があれば、錠を外し、扉を開き又は開封などを 

することができる（通則法137①）。 

 この場合、必要な限度にとどめ、これに代わる妥当な方法がある場合には、その

妥当な方法によらなければならない。 

⑶ 差押え 

イ 差押えとは、犯則嫌疑者又は参考人が所有又は占有する、犯則事件の証拠と思わ

れる物件又は没収品に該当する物品と思われる物件の占有を強制的に取得するこ

とであり、相手方の承諾の有無などに関係なく行うことができる。 

ロ 差押えの対象となる物件は、犯則事実を証明する帳簿、書類その他の物件である。

国税犯則調査手続上、差押えの対象物件を制限する趣旨の規定はないが、他の法令

上差押えを禁止されている物があるほか、以下のとおり、刑訴法の趣旨から差押え

を制限される場合がある。 

(ｲ) 公務員又は公務員であった者が保管し又は所持する物件で、本人又はその官公

署がその職務上の秘密に関するものであることを申し出たものについては、刑訴

法による刑事手続の場合と同様に、監督官庁の承諾がなければ差し押さえること
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ができないものと解される。また、監督官庁は、国の重大な利益を害する場合を

除いては、承諾を拒むことができないものと解される（刑訴法103、104、222①）。 

(ﾛ) 医師、歯科医師、助産師、看護師、弁護士、弁理士、公証人若しくは宗教の職

にある者又はこれらの職にあった者が、その業務上の委託を受けて保管し、又は

所持する物件のうち、他人の秘密に関するものの差押えについては、刑訴法にお

いて、これらの者は差押えを拒むことができ、本人の承諾があるなど一定の場合

に限り差し押さえることができることとされているため、当該職員がこれらの物

件を差し押さえる場合についても、刑訴法に準じて解すべきである（刑訴法105、

刑訴法222①）。 

ハ 当該職員は、許可状の交付を受けて、犯則嫌疑者が発信人又は受信人である、郵

便物、信書便物又は電信についての書類で通信事務取扱者が保管又は所持するもの

（犯則嫌疑者が発信人又は受信人でないものについては、犯則事件に関係があると

認めると足りる状況にあるものに限る。）を差し押さえることができる（通則法133

①②）。 

また、その処分をした場合には、犯則事件の調査が妨げられるおそれがある場合

を除き、その旨を発信人又は受信人に通知しなければならない（通則法133③）。 

旧国犯法では、通信事務取扱者の保管する郵便物等の差押えに係る規定がなく、

郵便物等の差押えを行うことができないと解されていたが、平成29年度税制改正に

おいて、適時・的確な証拠収集を可能とする観点から、関税法第122条の規定に倣

い、通信事務取扱者の保管する郵便物等の差押えに係る規定を整備するとともに、

当該差押えを行った場合には、その発信人等に通知すべき旨の規定が設けられた。 

ニ 差押えの手続は、おおむね領置の場合と同様であり、差押目録を作成し、所有者

等に差押目録の謄本を交付しなければならない（通則法143、通則令47）。 

ホ 差押えの効力は、当該職員がその支配の及ぶ範囲内にある犯則事件の証拠と思わ

れる物件について、その物件の所有者、所持者又は立会人などに対し差し押さえた

ことを告知し又はその物件を差し押さえたことを表示したときに発生するものと

解される。対象物件の占有を取得した後における差押えの効力は、以後他人に代理

占有させても何ら影響するものではない。また、当該職員に占有が移行した以上、

たとえ自己の物であっても犯則嫌疑者等がこれを奪い返した場合には、窃盗罪又は

強盗罪などが成立する（刑法235、236、242）。 

ヘ 当該職員は、差押えをする場合に必要があれば、錠を外し、扉を開き又は開封な

どをすることができる（通則法137①）。また、当該職員は、必要がある場合には、

差押物件の錠を外し、扉を開き又は開封などをすることができる（通則法137②）。

これらは、差押えの目的を達するために必要な限度にとどめ、これに代わる妥当な

方法があれば、その妥当な方法によらなければならない。 

 



第11章 国税犯則調査手続 

－151－ 

４ 電磁的記録に係る証拠収集手続 

⑴ 電磁的記録に係る証拠収集手続の導入経緯 

国税の犯則調査においては、経済活動のICT 化が進展する中にあって、電磁的記録

の証拠収集手続を速やかに整備することが喫緊の課題とされていた。 

他方で、刑訴法においては、記録命令付差押えなど電磁的記録の証拠収集手続につ

いて、平成23年の改正によって既に措置され、収集すべき証拠やその手法、解明すべ

き目的が共通する財政経済事犯等の捜査の実務においても頻繁に用いられ、有効に機

能していた。 

国税の犯則調査は、一種の行政手続であって、犯則嫌疑者の身柄を拘束する権限が

ないなど刑訴法に基づく犯罪捜査と完全に同質なものではないが、実質的には租税犯

の捜査としての機能を営むものであり、電磁的記録の証拠収集手続に関する限りは、

犯罪捜査との間に差を設けるべき理由は見出しがたいと考えられることを踏まえ、平

成29年度税制改正において、国税犯則調査手続について、平成23年に改正された刑訴

法を参考に、電磁的記録の証拠収集手続が整備された。 

⑵ 記録命令付差押え 

イ 当該職員は、裁判官が発する許可状により、電磁的記録を保管する者その他電磁

的記録を利用する権限を有する者に命じて、必要な電磁的記録を記録媒体に記録

（注１）又は印刷（注２）させた上で、その記録媒体を差し押さえること（記録命

令付差押え）ができる（通則法132①）。 

    電磁的記録の保管者の記録媒体に記録されている電磁的記録をその保管者から

取得しようとする場合には、必要な電磁的記録が記録されているサーバ等の特定が

困難な場合があり、その場合、旧国犯法では、差押えの許可状を請求できないほか、

サーバ等に複数の者の電磁的記録が記録されている場合には、そのサーバ等の差押

えによりその業務に著しい支障が生じるといった問題が生じるおそれがあった。 

    こうした状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、適時・的確な証拠収集を

可能とする観点から、刑訴法第99条の２及び第218条第１項の規定に倣い、記録命

令付差押えの規定が整備された。 

(ｲ) 記録命令付差押えの対象となるのは、許可状を執行して被処分者が記録をする

ときまでに存在する電磁的記録である。 

(ﾛ) 記録命令付差押えにおいて命じることができるのは、電磁的記録を記録媒体に

記録させ、又は印刷させることである。 

（注）１ 記録 

記録とは、ある記録媒体に記録されている電磁的記録をそのまま他の記録媒体に複

写させることや、暗号化された電磁的記録を復号化させた上、これを他の記録媒体に

記録させることを含む。 

    ２ 印刷 

印刷とは、ある記録媒体に記録されている電磁的記録を紙媒体にプリントすること

をいう。 
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ロ 記録命令付差押えの手続は、おおむね、領置の場合と同様であり、記録命令付差

押目録を作成し、所有者等に記録命令付差押目録の謄本を交付しなければならない

（通則法143、通則令47）。  

⑶ 接続サーバ保管のデータ等の差押え 

イ 当該職員は、差し押さえる物件が電子計算機であるときは、その電子計算機に電

気通信回線で接続している記録媒体であって、①その電子計算機で作成・変更をし

た電磁的記録又は②その電子計算機で変更・消去をすることができることとされて

いる電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるも

のから、その電磁的記録をその電子計算機又は他の記録媒体に複写した上で、その

電子計算機又は他の記録媒体を差し押さえることができる（通則法132②）。 

旧国犯法では、ネットワークで接続している外部のサーバ等に記録された電磁的

記録を取得する場合には、電子計算機（注１）（コンピュータ等）自体を差し押さ

える方法のみではその電磁的記録を取得することができないため、差押えを受ける

者の任意の協力を前提に、電磁的記録を他の記録媒体に複写するよう求めていたが、

相手方が非協力的な場合には、この方法は機能しなかった。 

こうした状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、適時・的確な証拠収集を

可能とする観点から、刑訴法第99条第２項及び第218条第２項の規定に倣い、接続

サーバ保管の自己作成データ等の差押えに係る規定が整備された。 

ロ 対象となる記録媒体は、当該電子計算機に電気通信回線（注２）で接続している

記録媒体であって、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該

電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録

を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものをいい、これに

当たり得るものとしては、例えば、差押対象物たる電子計算機で作成したメールを

保管するために使用されているメールサーバ等が想定される。 

（注）１ 電子計算機 

    電子計算機とは、自動的に計算やデータ処理を行う電子装置のことをいい、パソコン等

のほか、このような機能を有するものであれば、携帯電話等もこれに当たる。     

    ２ 電気通信回線 

電気通信回線とは、電気通信を行うために設定される回線を指すものであり、有線、無

線を問わない。 

ハ 接続サーバ保管の自己作成データ等の差押えを行う場合には、当該職員が許可状

を請求する書面及び裁判官が交付する許可状に、「差し押さえるべき電子計算機に

電気通信回線で接続している記録媒体であって、その電磁的記録を複写すべきもの

の範囲」を記載しなければならない（通則法132⑥、通則令45①六）。 

⑷ 通信履歴の電磁的記録の保全要請 

イ 当該職員は、差押え又は記録命令付差押えをするため必要があるときは、①電気

通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者又は②自己の業務
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のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電気通信を行う

ための設備を設置している者に対し、その業務上記録している電気通信の送信元、

送信先、通信日時その他の通信履歴の電磁的記録のうち必要なものを特定し、30

日（特に必要があって延長する場合には通じて60日）を超えない期間を定めて消去

しないよう書面で求めることができるとともに（通則法134①前段、②）、保全要

請に関する事項をみだりに漏らさないよう求めることができる（通則法134③）。 

旧国犯法下では、通信履歴は一般に短期間で消去される場合が多いことから、通

信履歴の保管者に対して消去しないように求める必要性が認められ、また、通信履

歴は通信当事者の利益にも関わり得るため、保全を求める法的根拠を明確にしてお

くことが望ましいとの指摘がなされていた。 

こうした状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、記録命令付差押え等の規

定を補完して適時・的確な証拠収集を可能とする観点から、刑事訴訟法第197条第

３項ないし第５項の規定に倣い、通信履歴の電磁的記録の保全要請に係る規定が整

備された。 

ロ 保全要請はあくまでも通信履歴に係る電磁的記録の保存を要請することにとど

まり、その電磁的記録を国税当局が入手するためには、裁判官の許可状の発付を得

て差押え又は記録命令付差押えの処分を行う必要があるほか、差押え等の必要がな

くなったときは、保全要請を取り消さなければならない（通則法134①後段）。 

ハ 「電気通信を行うための設備を他人の通信の用に供する事業を営む者」について

は、電話会社やプロバイダ等が、これに該当する。 

ニ 「自己の業務のために不特定若しくは多数の者の通信を媒介することのできる電

気通信を行うための設備を設置している者」については、自己の業務のためにLAN

を設置している会社や大学等が、これに該当する。 

ホ 「その他の通信履歴」については、電気通信を行うプロトコルの種類や電子メー

ルのファイルサイズ等の情報は含まれるが、電子メールの本文等の通信内容は含ま

れない。なお、保全要請の対象となる通信履歴の範囲については、要請があった時

点において業務上保存しているものに限られ、要請があった時点において保存がさ

れていない情報やこれから保存されるものは保全要請の対象とされない。 

⑸ 電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法 

イ 差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体であるときは、当該職員は、

その差押えに代えて、①差押えをする者が電磁的記録を他の記録媒体に複写、印刷

又は移転した上で、その記録媒体を差し押さえること、②差押えを受ける者に電磁

的記録を他の記録媒体に複写、印刷又は移転させた上で、その記録媒体を差し押さ

えることができる（通則法136）。 

旧国犯法では、電磁的記録を取得しようとする場合には、電磁的記録が記録され

た記録媒体を差し押さえる方法、相手方の任意の協力を得て、必要な電磁的記録を
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他の記録媒体に複写等してもらい、それらを差し押さえる方法があったが、前者に

ついては、差押えを受ける者の業務に著しい支障を生じさせるおそれがある場合や

無関係な第三者の電磁的記録が多数記録されている場合など差押えを回避すべき

事情が存在する場合もあり、後者については、相手方の任意の協力が前提であり、

相手方が非協力的な場合には機能しないとの指摘がなされていた。 

こうした状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、適時・的確な証拠収集を

可能とするとともに、差押えを受ける者の業務負担の軽減や第三者の個人情報への

配慮の観点から、刑訴法第110条の２及び第222条第１項の規定に倣い、電磁的記録

に係る記録媒体の差押えの執行に係る規定が整備された。 

ロ 処分として可能なのは、差し押さえるべき記録媒体に記録された電磁的記録の他

の記録媒体への「複写」、「印刷」又は「移転」（注）である。  

（注） 移転 

      移転とは、電磁的記録を他の記録媒体に移すこと、すなわち、電磁的記録をCD-R等の他の

記録媒体に複写した上、元の記録媒体からは電磁的記録を消去することをいう。 

⑹ 処分を受ける者に対する協力要請 

イ 臨検すべき物件又は差し押さえるべき物件が電磁的記録に係る記録媒体である

ときは、当該職員は、臨検又は捜索若しくは差押えを受ける者に対し、電子計算機

の操作その他の必要な協力を求めることができる（通則法138）。 

これまで電磁的記録に係る記録媒体の差押え等を行うに当たっては、コンピュー

タ・システムを構成する電子計算機の操作方法やセキュリティの解除方法等の技術

的・専門的な知識が必要となるなど自力執行することが困難な場合もあり、また、

差押え等を受ける者の中には、差押え等の対象となっている電磁的記録について契

約等により開示できないとする者もいるとの指摘がなされていた。 

こうした状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、適時・的確な証拠収集を

可能とする観点から、刑訴法第111条の２、第142条及び第222条第１項の規定に倣

い、臨検等の処分を受ける者に対する協力要請に係る規定が整備された。 

ロ 必要な協力とは、電子計算機の操作のほか、コンピュータ・システムの構成やシ

ステムを構成する個々の電子計算機の役割・機能・操作方法を説明すること、差し

押さえるべき記録媒体や複写すべき電磁的記録が記録されているファイルを指示

すること、暗号化された電磁的記録を復号化すること等が挙げられる。 

 

５ 調査上のその他の手続 

⑴ 裁判官の許可を要する場合 

イ 当該職員が犯則事件を調査するに当たっては、なるべく任意調査の方法（通則法

131）によることが望ましいが、裏帳簿を作成し、あるいは証拠を隠匿するなど計

画的に行われた犯則事件については、この方法のみでは十分な調査ができない。ま

た、犯則調査の相手方が任意調査に応じない場合もある。 
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 したがって、これらの場合には、強制調査である臨検、捜索、差押え又は記録命

令付差押えの手段に訴えなければならないことになる。しかし、何人も、その住居

及び所持品などについて、侵入、捜索又は押収を受けることのない権利は、憲法で

保障されており、正当な理由に基づいて発せられ、しかも、捜索する場所及び押収

する物を明示する令状（許可状）によらなければ、捜索又は押収されることがない

ことはいうまでもない（憲法35参照）。 

 そこで、犯則事件を調査するために臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを

行う場合は、原則として、これらの調査を行う当該職員の所属する官署の所在地を

管轄する地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可状を必要とすることとされて

いる（通則法132①）。 

ロ 前記の例外として、急速を要する場合に限り、臨検しようとする場所、捜索しよ

うとする身体若しくは物件又は差押えをしようとする物件の所在地を管轄する地

方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可状によって、これらの強制調査をすること

ができる（通則法132③）。 

ハ 強制調査は、住居又は所持品について権利を有する者の権利を排除して強行する

ことができるもので、相手方又はその他の者による口頭の拒絶若しくは実力による

抵抗があっても、当該職員は、必要最小限度の物理的な力によって実行することが

できる。 

  また、当該職員の職務執行に対して暴行又は脅迫を加えたときは、公務執行妨害

罪（刑法95）が成立する。 

ニ 当該職員が、裁判官に許可状を請求しようとするときは、犯則事件が存在すると

認められる資料を提供しなければならない（通則法132④）。 

 すなわち、その犯則事件に関し、投書、内偵などにより、あるいは検査取締りの

結果によって得た犯則嫌疑を起こすに足りる十分な資料などを示さなければなら

ない。また、許可状の請求は、必要な事項を記載した書面によらなければならない

（通則令45）。 

ホ 許可状の請求があった場合は、地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官は、犯則嫌疑

者の氏名（法人については、名称）、罪名並びに臨検すべき物件若しくは場所、捜

索すべき身体、物件若しくは場所、差し押さえるべき物件又は記録させ、若しくは

印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ、若しくは印刷させるべき者並びに

請求者の官職氏名、有効期間、その期間経過後は執行に着手することができずこれ

を返還しなければならない旨、交付の年月日及び裁判所名を記載し、自己の記名押

印した許可状を、当該職員に交付する（通則法132⑤）。 

ヘ 有効期間を経過した許可状で、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行う

ことはできない。裁判官から交付を受けた許可状は、一度行使した場合には、たと

えその有効期間内であっても、これを再行使することはできない。   
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ト 一つの犯則事件であっても、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを必要と

する場所又は物件等を異にする（本店と支店あるいは犯則嫌疑者と参考人など）場

合には、当該職員は、数通の許可状を請求して各別の許可状の交付を受けなければ

ならない（憲法35②参照）。 

チ 当該職員は、自己が交付を受けた許可状を、他の当該職員に交付して臨検、捜索、

差押え又は記録命令付差押えをさせることができる（通則法132⑦）。 

リ 許可状は、処分を受ける者に提示しなければならないものとされている（通則法

139）。 

⑵ 裁判官の許可を要しない場合（緊急事件） 

イ 現行犯 

 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則を行い、又は現に犯

則を行い終わった者がある場合において、その証拠となると認められるものを集取

するため必要であって、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けることができない

ときは、その犯則の現場において、臨検、捜索又は差押えをすることができる（通

則法135①）。 

 これは、犯則行為を確認した場合、又は犯則が行われたことが明白である場合で

あっても、裁判官の許可状の交付を絶対的条件としていたのでは、証拠の隠滅、犯

則嫌疑者の逃走が図られ、かえって社会の秩序を乱すことになることから、このよ

うな規定が設けられている。この場合には、特に次の三点について留意しなければ

ならない。 

(ｲ) 間接国税に関する犯則事件でなければならないこと 

(ﾛ) 現に犯則を行っているか、又は犯則を行い終った者でなければならないこと 

(ﾊ) 強制調査ができるのは、犯則の現場だけであること 

ロ 準現行犯 

 当該職員は、間接国税に関する犯則事件について、現に犯則に供した物件若しく

は犯則により得た物件を所持し、又は顕著な犯則の跡があって犯則を行ってから間

がないと明らかに認められる者がある場合において、その証拠となると認められる

ものを集取するため必要であって、かつ、急速を要し、許可状の交付を受けること

ができないときは、その者が所持する物件に対して臨検、捜索又は差押えをするこ

とができる（通則法135②）。 

 同じ許可状によらない強制調査でも、この場合には犯則嫌疑者が、犯則発見の際

に、その場所に現在することが必要である。 

ハ 現行犯及び準現行犯の規定の差異 

(ｲ) 現行犯の規定は、犯則現場だけで強制調査ができることを定めているのに対し、

準現行犯の規定は、犯則嫌疑者の所持する物件についてだけ強制調査ができるこ

とを定めたもので、前者は場所に対する制限があり、後者は物件に対する制限が
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ある。 

(ﾛ) 現行犯の規定は、犯則嫌疑者が現場にいるかどうかを問わないが、準現行犯の

規定は、犯則嫌疑者が事件発見の場所にいる場合に限られる。 

⑶ 証票の携帯 

当該職員が犯則事件の調査を行う場合には、その身分を示す証明書（犯則事件調査

職員証票）を携帯し、関係人の請求があったときには、これを提示しなければならな

い（通則法140、通則規16①）。 

⑷ 警察官に対する援助の請求 

 当該職員は、臨検、捜索差押え又は記録命令付差押えを行うについて必要があると

きは、警察官の援助を求めることができる（通則法141）。 

 本条に規定する警察官の援助と通則法142条２項（立会人）に規定する警察官の立

会いとの間には、明らかな区別がある。すなわち、警察官は、前者においては当該職

員に協力する立場にあるが、後者においてはこれを監視する立場にあるものである。

また、警察官の援助は、当該職員の職務である調査権の行使に加えられるおそれがあ

る外部からの妨害を排除するにとどまり、当該職員の調査を手伝うなど職務執行その

ものの援助ではない。 

なお、本条の援助を行っている警察官は、通則法142条２項による立会人となるこ

とはできない。 

⑸ 鑑定、通訳又は翻訳の嘱託 

イ 当該職員は、犯則事件を調査するため必要があるときは、学識経験を有する者に

領置物件、差押物件若しくは記録命令付差押物件についての鑑定を嘱託し、又は通

訳若しくは翻訳を嘱託することができる（通則法147①）。また、鑑定人は、裁判

官の許可を受けて、鑑定に係る物件を破壊することができる（通則法147②）。 

   旧国犯法では、鑑定、通訳又は翻訳の嘱託について明文の規定を欠いていたもの

の、解釈上当然に認められる行為として実施されていたが、平成29年度税制改正に

おいて、国税犯則調査手続における具体的な手続を法令上明確化する観点から、鑑

定、通訳又は翻訳を嘱託することができることとするとともに、鑑定の嘱託を行っ

た場合、鑑定の嘱託を受けた者において、対象物件の分析のための消費等が必要と

なる場合もあるため、適時・的確な証拠収集を可能とする観点から、許可状に基づ

く破壊処分に係る規定が整備された。 

ロ 破壊処分に係る許可状の請求は、当該職員が裁判官に対して行い（通則法147③）、

裁判官が請求を相当と認めるときは、自己の記名押印した許可状を当該職員に交付

し（通則法147④）、鑑定人が破壊処分を受ける者に対して許可状を示すこととな

る（通則法147⑤）。 

⑹ 時刻の制限 

イ 臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えについては、ロからニの場合を除き、
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許可状に夜間でも執行することができる旨の記載がない場合には、日没から日出ま

での間に実施してはならない（通則法148①本文）。 

   旧国犯法では、臨検、捜索又は差押えについては、原則として、日没から日出ま

での間は、執行することができないこととされていたことから、日没から日出まで

の間は臨検等を開始することができず、日没前に新たに臨検等を実施すべき場所を

把握したものの許可状執行が日没までに間に合わない場合や日没後に新たに臨検

等を実施すべき場所が把握された場合等は、翌日の日出まで臨検等の開始を待たざ

るを得ない事例もある状況となっていた。 

   こうした状況を踏まえ、平成29年度税制改正において、適時・的確な証拠収集を

可能とする観点から、臨検等の夜間執行に係る制限が緩和され、許可状に夜間でも

執行することができる旨の記載がある場合には、日没後においても臨検等を開始す

ることができることとなった。 

ロ 現行犯又は準現行犯の場合には、時刻の制限に関係なく臨検、捜索、差押えをす

ることができることとされている（通法148①ただし書）。 

ハ 日没前から開始した臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えで、必要がある場

合には、日没後もこれらの調査を継続することができる（通則法148②）。 

 これは、既に着手した証拠集取の手続を、日没になったため中途で中止した場合

には、証拠の隠滅を図られるおそれがあり、また、一度開始された調査は、日没後

継続したとしても、日没後に初めて調査に着手する場合に比べ調査を受ける者の迷

惑の程度に著しく相違があるからである。 

ニ 課税貨物に課される消費税、酒税、石油ガス税に関する犯則事件については、旅

館、飲食店その他夜間でも公衆の出入りすることができる場所では、時刻の制限の

規定に関係なく、営業時間中など利用者が自由に出入りできる時間内に限り、強制

調査をすることができる（通則法148①ただし書、通則令51）。 

 これは、夜間営業を行っている特別の業者については、夜間の調査でなければ証

拠を集取し又は犯則の現場を発見することができない場合もあり、また、私生活の

安静にも影響がないと認められるところから、このような規定が設けられているの

である。 

⑺ 出入りの禁止 

イ 当該職員は、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをす

る間は、何人に限らず許可を得ないで、その場所に出入りすることを禁止すること

ができる（通則法149）。 

 この規定の趣旨は、当該職員の調査に際し、証拠の散逸を防止し、他から何らの

障害をも受けないで、適正かつ円滑に調査を実施させようとするものである。 

ロ 何人に限らずの何人には、弁護士、税理士、新聞記者などはもちろん、犯則嫌疑

者及び参考人も含まれるが、立会人は、その性質上この対象から除かれる。 
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ハ 出入りを禁止する場所は、許可状により強制調査を行う場合には、許可状に記載

されている臨検しようとする場所及び捜索、差押え及び記録命令付差押えをしよう

とする物件のある場所であり、任意調査（通則法131）又は許可状によらない強制

調査を行う場合（通則法135）には、その調査を行っている家宅、倉庫、船車など

の場所であって、証拠の散逸防止と調査の妨害排除を図るために必要な範囲にとど

めなければならない。 

ニ 出入り禁止に従わない者に対しては、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押え

の場合には、警察官の援助又は当該職員自身の実力により、その他の場合は当該職

員の実力によりその禁止に従わせることができる。 

ホ 出入り禁止を行う場合は、出入り禁止の旨を口頭又は掲示によるなどそのときの

状況に応じて、最も適切と思われる方法により告知し、出入り禁止の強制を容易に

する必要がある。 

⑻ 執行を中止する際の処分 

臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えの許可状の執行を中止する場合において、

必要があるときは、執行が終わるまでその場所を閉鎖し、又は看守者を置くことがで

きる（通則法150）。     

⑼ 捜索証明書の交付 

捜索をした場合において証拠物又は没収すべき物件がないときは、捜索を受けた者

の請求により、その旨の証明書（捜索証明書）を交付しなければならない（通則法151）。 

旧国犯法では、刑訴法第119条及び第222条第１項のような捜索証明書の交付に関す

る規定を欠いており、捜索証明書の交付が行われていない状況となっていたことから、

平成29年度税制改正において、被捜索者の利益を図る観点から、刑訴法の規定に倣い、

捜索証明書の交付に係る規定が整備された。 

 

６ 調 書 

⑴ 概要 

当該職員は、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えをした

場合には、その調書を作成しなければならない（通則法152）。 

 調書は、当該職員が犯則事件の調査を終え、これを国税局長又は税務署長に報告し

て審理を受ける場合、又は検察官に告発する場合の証拠資料として必要であるととも

に、調書を作成することによって当該職員の職務執行の厳正を期し、調査を受ける者

の権利を保護しようとするものである。 

 したがって、調書は、当該職員が行った各種の処分が正確にそのまま記載されなけ

ればならない。また、その犯則事件について公訴が提起された場合に、刑事裁判の証

拠として使用されるためには、証拠能力（注）の要件を備え、しかも証明力（注）が

豊かなものでなければならない。 
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（注） 証拠能力と証明力 

         刑訴法は、証拠に厳格な要件を定めている。そして、この要件に合致したものだけが証拠

能力ある証拠として犯罪事実の有無の証明に用いられる（いわば証拠の形式的な資格要件であ

る）。 

これに対し、証明力というのは、証拠の実質的な価値である。すなわち、その内容は証拠の

実質的内容がどの程度信用できるかという信ぴょう力（信用力）と、どの程度事実認定に役

立つかという純粋の証明力を含む。 

⑵ 調書の作成要領 

イ 調書の作成者 

 調書は、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えを行った

当該職員が作成しなければならない（通則法152）。 

ロ 調書作成の場所、時期 

 犯則事件の調査を行った場合には、証拠又は犯則事実の有無に関係なく、調書を  

作成しなければならない。調書は、原則として調査場所において作成しなければな

らない。 

ハ 調書の記載事項 

 調書に記載する事項は、質問、検査、領置、臨検、捜索、差押え又は記録命令付 

差押えの事実、日時及び場所（質問の調書にあっては答弁の要領及び申立てに係る

陳述を含む）を、それぞれ記載する（通則令52）。 

ニ 調書作成上の形式的要件 

 調書の形式的な要件については、次のとおりである。 

(ｲ) 確認 

当該職員は、質問をしたときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧又  

は読み聞かせて誤りがないかどうかを問い、質問を受けた者が増減変更の申立て

をしたときは、その陳述を調書に記載した上で質問を受けた者とともに署名押印

（質問を受けた者が署名押印しないとき又は署名押印ができないときはその旨

を付記）する（通則法152①）。 

検査又は領置にあっては、その調書を作成し、これに署名押印し（通則法152

②）、臨検、捜索、差押え又は記録命令付差押えにあっては、その調書を作成し、

立会人に示した上でともに署名押印（立会人が署名押印しないとき又は署名押印

ができないときはその旨を付記）する（通則法152③）。 

(ﾛ) 署名押印 

  署名とは自署をいい、記名を含まない。また、押印には指印をも含むとされて

いる。 

(ﾊ) 契印 

各種の調書、領置目録、差押目録その他の調査に関する書類の紙数が２枚以上

となる場合には、各葉に契印しなければならない（通則令56①）。 
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(ﾆ) 文字の挿入、削除 

 調書に文字を追加、削除又は欄外に記入した場合には、その範囲を明らかにし

て、訂正した部分に認印しなければならず、文字を削除するときは、これを読む

ことができるように、その字体を残しておかなければならない（通則令56②）。 
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第３節 犯則事件の処理 

１ 概 要 

間接国税に関する犯則事件（申告納税方式による間接国税に関する犯則事件を除く。

以下この節において同じ。）の処理と間接国税以外の国税に関する犯則事件（申告納税

方式による間接国税に関する犯則事件を含む。以下この節において同じ。）の処理との

間には著しい差異がある。 

  すなわち、間接国税に関する犯則事件では、国税局長又は税務署長に通告処分権を認

めているのに対し、間接国税以外の国税に関する犯則事件では、事件を司法処分に移し、

検察官の起訴を促すため告発の手続をすることになっている。 

⑴ 間接国税に関する犯則事件 

間接国税に関する犯則事件については、犯則事件の調査を終わった場合、直ちに告

発する例外の場合を除き、当該職員は所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなけれ

ばならない（通則法156①）。 

 国税庁の当該職員が調査した間接国税に関する犯則事件については、原則としてそ

れが重要な犯則事件であるときは、所轄国税局長に通報し、その他の犯則事件である

ときは、所轄税務署長に通報しなければならない（通則法156②）。 

 間接国税に関する犯則事件について、当該職員から報告又は通報を受けた国税局長

又は税務署長は、調査の結果犯則の心証を得た場合には、例外の場合（通則法157②）

を除き、書面により通告処分を行う（通則法157①）。 

 なお、国税局長又は税務署長は、間接国税に関する犯則事件を調査した結果犯則の

心証を得ない場合には、通知処分を行う（通則法160）。 

 間接国税に関する犯則事件の調査から事件の完結までの関係を図示すれば、次ペー

ジの図のとおりである。 
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間接国税に関する犯則事件の調査及び処分等の関係図解 

      

⑵ 間接国税以外の国税に関する犯則事件 

 間接国税以外の国税に関する犯則事件については、当該職員の調査によって、犯則

があると思料されたときには、調査した当該職員は検察官に告発しなければならない

（通則法155）。この点が間接国税に関する犯則事件の場合と大いに異なるところで

ある。 

 

２ 間接国税に関する犯則事件の処理 

⑴ 当該職員の報告 

 国税局又は税務署の当該職員が間接国税に関する犯則事件の調査を終了した場合

には、 の場合を除き、原則として、所轄国税局長又は所轄税務署長に報告しなけれ

ばならない（通則法156①本文）。 

 間接国税に関する犯則事件にだけこの定めがあるのは、第１章で述べたように、当

該職員の行う調査の目的が、国税局長又は税務署長が犯則者に対して通告処分を行う
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ことを前提としているからである。 

⑵ 当該職員の告発 

 当該職員は、次の場合には、直ちに告発の手続をしなければならない（通則法156

①ただし書）。 

① 犯則嫌疑者の居所が不明の場合 

② 犯則嫌疑者が逃走するおそれがある場合 

③ 証拠隠滅のおそれがある場合 

 これらの場合には、通告処分が不可能となるか、あるいは、通告を履行する可能性

もほとんどないので、通告処分権を放棄して、一般の犯罪捜査機関である検察官に、

その後の措置を一任することにしたものである。 

⑶ 国税庁の当該職員の通報 

 国税庁長官には、通告処分権が認められていない。したがって、国税庁の当該職員

が調査した間接国税に関する犯則事件は、これを処分できる機関へ移すことになる。

すなわち、重要な犯則事件である場合には、所轄の国税局長に通報し、その他の犯則

事件である場合には、所轄の税務署長に通報する（通則法156②本文）。 

  なお、調査した当該職員が告発しなければならない場合があることは、 の場合と

同様である（通則法156②ただし書）。 

⑷ 犯則事件の審理 

イ 犯則事件の心証を得るための調査 

国税局長又は税務署長は、当該職員の報告又は通報に基づき、立件書類、証拠な

どについて犯則事件の審理をする。国税局長又は税務署長の審理は、犯則事件につ

いて通告処分の前提要件である犯則の心証を得ることにある。 

ロ 犯則事件の調査の嘱託 

 国税局長又は税務署長は、自分の管轄区域外で犯則事件の調査を必要とする場合

は、その地域を管轄する他の国税局長又は税務署長に、事件の調査を嘱託すること

ができる（通則法154②、③）。 

ハ 鑑定等の嘱託 

当該職員は、犯則事件の調査のため必要とする場合は、証拠について鑑定を嘱託

し、又は通訳若しくは翻訳を嘱託することができる（通則法147①）。 

ニ 犯則事実の認定 

 国税犯則調査手続には、刑訴法に定める事実の認定は証拠によらなければならな

い旨（刑訴法317）と証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねる旨（刑訴法318）

の明文の規定はないが、犯則事実の認定に当たっては、証拠に基づかなければなら

ないことは当然である。 
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⑸ 通告処分 

イ 概要 

 通告処分とは、国税局長又は税務署長が、その理由を明示して、罰金に相当する

金額、没収品に該当する物品、徴収金に相当する金額、書類の送達に要した費用及

び差押物件の運搬と保管に要した費用を納付することなどを、犯則者に書面により

通告する処分をいう（通則法157①）。これを履行するかどうかは犯則者の任意で

あって、その履行を強制することはできない。 

ロ 通告処分の性質とその効果 

(ｲ) 通告処分の性質 

通告処分は、国税局長又は税務署長の権限で行われる行政処分である。 

通告処分というのは、一言で言うと、「刑事訴訟の手続によらない行政上の科

刑に代わる手続である。」ということができる。 

 その性質は、国家と犯則者との間で行う一種の私和であると解され、形式的に

は司法処分でないことは明らかであるが、その実質的効果は司法処分に類似して

いる。 

 しかし、通告処分は、罰金に相当する金額を納付すべき旨を通知するにすぎな

いものであって、決して罰金そのものの納付を命じた強制規定でないことは前記

のとおりである。したがって、犯則者が、これを納付すると否とは全く自由であっ

て、いかなる場合においても、その納付を強制する手段はない。ただし、納付に

応じないときは、刑事一般の原則どおり、告発及び起訴の手続を採るのみであっ

て、憲法において保障されている裁判所の裁判を受ける権利を奪うことはできな

い（憲法32参照）。 

(ﾛ) 通告処分の効果 

 通告処分によって、公訴の時効（注）が停止する（通則法157④）。したがって、

犯則者に通告書が送達された日にその効果を生じ、時効が停止されたものと解さ

れる。 

 公訴の時効は、全て犯罪行為が終わった時から進行する（刑訴法253）のである

が、通告によって公訴の時効が停止された場合には、通告書が送達された日の翌

日から起算して20日を経過したときから公訴の時効が進行することになる。 

（注）公訴の時効 

 確定判決前に、時効によって刑罰権が消滅する制度をいう。公訴の時効が完成したとき  

は公訴権が消滅するので、検察官は公訴を提起することができない。仮に公訴が提起され

たとしても、免訴の判決が言い渡されることとなる（刑訴法337）。 

     これに対し、刑の言い渡しがなされた後一定の期間が経過したため、その執行を免除す

る制度を、刑の時効という（刑法31）。 

(ﾊ) 通告処分の更正 

 通告処分の記載内容に、計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあ
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る場合には、国税局長又は税務署長は、犯則者が当該通告の旨を履行する又は通

告処分の不履行（通則法158①）若しくは通告不能（通則法158②）による告発を

するまでの間、職権により当該通告を更正することができる（通則法157③）。 

ハ 通告処分の履行とその効果 

通告書により、納付すべき旨を通告された罰金に相当する金額、没収品に該当す

る物品、徴収金に相当する金額、書類の送達に要した費用及び差押物件の運搬又は

保管に要した費用を指定の場所に同時に納付することを「通告の旨を履行した」と

いう。 

 犯則者が、通告の旨を履行したときは、告発されることはなく、また、同一事件

について、公訴を提起されることもない（通則法157⑤）。すなわち、一事不再理

の原則に基づいて公訴権の消滅の効果が生ずる。 

⑹ 国税局長又は税務署長の告発 

  間接国税の犯則事件について、当該職員から報告又は通報を受けた国税局長又は税

務署長は、その事件の審理を行った結果、犯則の心証を得たときには、通告処分をす

ることが原則である。しかし、次の場合には、もはや、通告処分ではその目的を達す

ることができないので、国税局長又は税務署長は、検察官に犯則事件を告発しなけれ

ばならない。 

イ 国税局長又は税務署長が通告処分をすることが不適当と認めるとき（通則法157

②） 

(ｲ) 情状からみて懲役の刑に処することが相当であると認められるとき 

(ﾛ) 犯則者が通告の旨を履行する資力がないと認められるとき 

ロ 犯則者が通告の旨を履行しないとき（通則法158①） 

 犯則者が通告を受けた日の翌日から20日以内に通告の旨を履行しないとき 

ハ 通告が不能であるとき（通則法158②） 

(ｲ) 通告処分をするに当たり、犯則者の居所が判明しないため、通告することが不

能であるとき 

(ﾛ) 犯則者が通告書の受領を拒否したため、通告することが不能であるとき 

(ﾊ) その他の事由により、通告することが不能であるとき 

⑺ 告発の性質と効果 

イ 告発の性質 

 間接国税の犯則事件については、全て告発（当該職員の告発であると、国税局長

又は税務署長の告発であるとを問わない）が、刑訴法の訴訟条件（注）となってい

る（通則法159①）。 

 なぜ告発が訴訟条件となるかについては、原則として、国税局長又は税務署長が

通告処分をすることを必要とし、その不履行をもって初めて告発すべきこととして

いる点、及び通告の旨を履行した犯則者に対しては、同一の犯則事実についての公
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訴権の消滅を認めている点を総合すれば、通告処分をすることが認められている犯

則事件については、国税局長、税務署長又は当該職員の告発をもって、起訴の要件

と解さなければならないからである。 

（注） 訴訟条件 

 刑事訴訟を追行し、実体判決をするための要件をいう。訴訟条件が欠けているときは、審理

を進めることなく、公訴棄却又は免訴のような形式裁判によって訴訟が打ち切られる。 

ロ 告発の効果 

 国税局長、税務署長又は当該職員が犯則事件を告発したときには、これにより、    

その事件は検察官の手に移り、刑訴法の規定によって処理される。 

 したがって、告発することによって通告処分はその効力を失い、告発後は通告の

旨の履行を受けることはできない。 

⑻ 通知処分 

イ 通知処分の性質 

 通知処分とは、間接国税に関する犯則事件を調査した結果、証拠不十分であるか、

その他犯則成立の要件が欠けているなどのため、国税局長又は税務署長において、

犯則の心証を得られない場合に、犯則嫌疑者に対してその旨を通知する処分である

（通則法160）。 

ロ 通知処分を行う場合 

 通知処分を行う場合の具体例は、次のとおりである。 

(ｲ) 犯則事件に対する証拠が不十分のため、犯則の心証が得られないとき 

(ﾛ) 犯則の成立は認められるが、公訴権が既に消滅しているとき 

 

３ 間接国税以外の国税に関する犯則事件の処理 

⑴ 当該職員の告発 

 当該職員は、間接国税以外の国税に関する犯則事件の調査により、犯則があると思

料するときは、告発の手続をしなければならない（通則法155）。 

 ここにいう「思料する」とは、当該職員の主観的な嫌疑では足りず、調査によって

収集した証拠によって、犯則事実の存在と内容とを客観的に認定し得ることを要する。

それは当該職員の判断に委ねられているが、犯則ありと思料される以上、告発を行う

ことは当該職員の義務である。 

 間接国税以外の国税に関する犯則事件については、事件を司法手続に移し、検察官

の起訴を促すため告発の手続をするのであって、国税犯則調査手続は、この告発に

よって全て終了する。 

（注）  間接国税以外の国税に関する犯則事件の告発は、検察官に当該事件の存在することを認知

させて事後の捜査及び起訴を促す手段であって、当該事件の訴訟条件となるものでない点に

おいて、間接国税に関する犯則事件の告発と異なるものである。 

 告発の方式については特に規定されていないが、手続の明確性を保つために書面で
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行うものであり、告発書（注）、証拠品目録、その他調査関係書類等を添付して告発

するとともに、差押物件等を検察官へ引き継がなければならない（通則法159②）。 

（注） 告発書 

告発書とは、当該職員が検察官宛に、犯則嫌疑者、告発事実、罪名及び罪条を記載したもの

である。 

⑵ その他の処分 

  当該職員は、間接国税以外の国税に関する犯則事件を調査した結果、犯則があると

思料するに至らず、しかも、他の調査手段がないときは、調査終了の処分をすべきで

ある。犯則があると思料されても、犯則嫌疑者の死亡、犯則嫌疑者たる法人の消滅、

刑の廃止、公訴の時効の完成等の事由により訴訟条件を欠くこととなったときも同様

である。 

 これらの場合には、告発すべきでないという意見を付して所属の長に報告し、事件

を終結させ、差押物件等があるときは、これらの物件を被差押者又は任意提出者に還

付しなければならない（通則法145①）。 

 

４ 差押物件等の管理・処置 

  犯則事件の調査の過程において、当該犯則事件の証拠品と思料される物件については、

これらの物件の証拠としての特殊性に鑑み、その効用が失われることのないよう細心の

注意が必要である。 

  既に述べたように、領置又は差押えによって占有が取得された後は、当該職員がその

物件を留置する必要がないと認めるまで、その占有は保持される。 

  国税犯則調査手続上の差押物件等の管理等に関する規定は次のとおりである。 

① 運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有

者又は所持者その他当該職員が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴し

て保管させることができる（通則法144①）。 

 この場合、封印するなどの方法をもって当該事件に関して当該職員が占有してい

る事実を明白にしておく必要がある。 

② 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しく

は変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるとこ

ろにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる（通則

法144②）。 

③ 当該職員は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件について留置の必要が

なくなったときは、その返還を受けるべき者にこれを還付しなければならない（通

則法145①）。留置の必要がないとは、当該物件が証拠として持ち得ないもの、用い

る必要のないもの等をいい、その必要があるか否かは当該職員の判断による。 

 還付によって差押え又は領置はその効力を失う（国税犯則調査手続には、刑訴法

123条２項に規定されているような仮還付の制度がない。）ことから、一旦還付した
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物件について当該職員が再びその占有を取得する必要が生じたときは、改めて領置

又は差押えの手続を行う必要がある。 

④ 国税庁長官、国税局長又は税務署長は、領置物件、差押物件又は記録命令付差押

物件の返還を受けるべき者の住所若しくは居所がわからないため、又はその他の事

由によりこれを還付することができない場合においては、その旨を公告しなければ

ならない。当該領置物件等について公告の日から６月を経過しても還付の請求がな

いときは、これらの物件は、国庫に帰属する（通則法145②③）。 

   旧国犯法では、返還を受けるべき者の住所が不明等の場合における領置物件又は

差押物件の処理方法については定めがなく、還付できない物件が国税当局に滞留し

ている状況となっていたことから、平成29年度税制改正において、長期にわたる物

件の保管等に係る負担及び物件の不慮の破損・紛失リスクを解消する観点から、国

税犯則調査について、領置物件等を還付できない場合の手続に係る規定が整備され

た。 

⑤ 領置物件又は差押物件について必要があるときは、錠を外し、戸扉又は封を開く

などの処分をすることができる（通則法137①②）。 

⑥ 通告の旨が履行された場合において犯則者が没収品に該当する物品を所持して

いるときは、公売その他必要な処分をするまで保管する義務がある。 

 ただし、犯則者は、その保管に要する費用を国に対し請求することはできない（通

則法157⑥）。 

⑦ 犯則事件を告発したときに、領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件がある

ときは、領置目録、差押目録又は記録命令付差押目録とともに検察官に引き継がな

ければならない（通則法159②）。その領置物件等が、通則法144条第１項により所

有者、所持者又は官公署が保管しているものであるときは、保管証を検察官に引き

継ぎ、領置物件又は差押物件を引き継いだ旨を保管者に通知しなければならない

（通則法159③）。 

 この引継が行われたときは、その領置物件又は差押物件は、検察官が刑訴法の規

定により押収したものとみなされる（通則法159④）。 

 なお、告発を行う場合においても、領置物件等のうち留置の必要がないと認めら

れるものについては、これを還付すべきである。 

 

５ 犯則事件に関する刑事手続 

  間接国税以外の国税に関する犯則事件については、当該職員の告発が訴訟条件となっ

ていないから、告発がなくてもその捜査を行い、公訴を提起し得る。したがって、一般

の刑事事件と何ら異なるところはないが、証拠収集の観点からみた特殊性と税務行政全

体に及ぼす影響等を考慮し、実務上は、検察官との連携・協調関係に立って、告発を前

置している。 
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  告発された事件は、検察庁において受理され、捜査が開始される。 

  一般的に、被疑者が被疑事実を自認しているような事件については、検察官は、被疑

者及び関係者を在宅のまま取り調べ、起訴するが、否認事件で関係者が非協力であるな

ど罪証隠滅の恐れがある事件等については、検察官の判断により、被疑者及び関係者を

逮捕して取り調べることがある。 

  起訴された事件は、公判を経て、裁判所において判決が言い渡されることとなり、公

判手続についても、一般刑事事件と変わるところはない。すなわち、人定質問、起訴状

朗読等の冒頭手続から検察官の冒頭陳述に始まる証拠調べ、検察官の論告、被告人及び

弁護人の意見陳述、判決言渡しが行われることになる。 


















